
契 約 変 更 理 由 書 

神 ⼾ 市 

工 事 名 神⼾市樹林葬墓地整備工事 

契約変更後の工事内容 
 森林整備工 一式 
 墓所整備工 一式 
 施設整備工 一式 
 仮設工   一式 

 設計変更の理由 
 
①樹木伐採・抜根処理および伐採木等運搬処分の増工 
 伐採・除根は墓所整備に必要な範囲での作業を予定していたが、ひよどりごえ森林公園を所管する建
設局北建設事務所から、将来的に倒木する可能性がある墓域内とその周辺の枯死木は、ハイカーや墓参
者に配慮し、撤去するように指摘があったため、樹木伐採、抜根処理、伐採木等運搬処分費の準備費が
増工となる。 
 
②埋蔵誘導管設置工および境界杭工の増工 
・残置する予定であった樹木について、①の理由により伐採をしたことにより、墓所整備範囲を調整す
る必要が生じたため、埋蔵誘導管設置工が増工となる。 
・墓所区画が現地で確認しづらく、埋蔵作業や維持管理作業するうえで業務に支障があることから、区
画を示すための境界杭工を増工とする。 
 
③ひよどりごえ森林公園案内板および園路道標の更新 
 樹林葬墓地が新たに設置されることに伴い、ひよどりごえ森林公園入口の公園案内図および、園路に
設置されている道標の記載内容の更新を行うため、サイン施設工が増工となる。 
 
④その他、数量の増減は現地精査による。 
 
 
 
 
 
 
 

 


